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重要取組シート 

取組項目 区別防災マップの更新及び避難行動の周知・啓発と災害対策基本の一部改正に伴う対応 

現状・課題 

・近年、風水害をはじめとする自然災害が頻発化、激甚化している。 

・本市においても、平成 30 年台風第 21 号によるけが人や家屋被害、停電が発生

した。 

・平成 30 年 7 月豪雨の被災者へのアンケートでは、ハザードマップの存在を知っ

ていた人の割合は 75%だが、内容を理解していた人は 24%であった。 

・令和元年台風第 19 号等の被災者へのアンケートでは、約半数の人が「ハザード

マップ等を見たことがない」、又は、「見たことはあるが避難の参考にしていない」

と回答している。 

・災害対策基本法の一部改正が 5 月末頃に予定されており、これまでの避難情報で

ある避難勧告と避難指示の一本化や、避難行動要支援者にかかる個別避難計画の

作成のほか、要配慮者施設にかかる避難確保計画の作成の推進など、様々な対応

が今後求められる見込みである。 

取 組 の 

内  容 

・市民が興味を引くようなデザインを検討し、内容についてわかりやすく伝えられ

る工夫をする。 

・様々な対象者向けの資料を作成し、対象者に必要な情報を充実させる。 

・これまで市政情報センターや区役所の市政情報コーナーといった公共施設のみで

配架していたが、より市民が持ち帰られるよう民間事業者と協力した配布を行う。

・紙媒体だけでなくデジタルデバイスを活用した周知を行う。 

・災害対策基本法の一部改正に伴う必要な対応については、防災対策推進本部幹事

会の各専門部会において情報共有を図り、順取り組みの調整を進める。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7 月） 

□ 区別防災マップ等の掲載内容の検討（5 月） 

□ 防災対策推進本部幹事会の各専門部会（5 月～） 

中期 

（～11 月） 

□ 台風への備えについての周知チラシの作成（9 月） 

後期 

（～3 月） 

□ 上町断層帯地震への備えについての周知チラシの作成（1 月） 

□ 区別防災マップを完成させ、市民へ周知（2 月） 

□ 南海トラフ地震への備えについての周知チラシの作成（3 月） 

次年度 

以降 

□ 市民の災害リスクの理解度についての調査（R4） 

□ 調査結果に基づく市民周知方法の検討及び防災啓発資料の更新（R5） 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7 月） 

□ 区別防災マップ等の掲載内容の検討（5 月） 

□ 防災対策推進本部幹事会の各専門部会（5 月～） 

□ 災害対策基本法一部改正の周知チラシの作成、市民周知（5 月～） 

中期 

（～11 月） 

□ 台風への備えについての周知チラシの作成（9 月） 

□ 台風への備えについての周知チラシを電子チラシ掲載サイト「Shufoo！」へ掲

載（10 月～11 月） 

後期 

（～3 月） 

□ 上町断層帯地震への備えについての周知チラシの作成（1 月） 

□ 区別防災マップを完成させ、市民へ周知（３月） 

□ 南海トラフ地震への備えについての周知チラシの作成（3 月） 

  

危機管理室 防災課 
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